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資料編               

資料１ 用語の解説 

【あ行】 

●一般緊急輸送道路 

 緊急輸送道路のうち、特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路。１３ページ参照。 

●沿道耐震化道路  

区が指定した「世田谷区緊急輸送道路障害物除去路線」のうち、都が指定した緊急輸送道

路以外の道路。１３ページ参照。 
 
 

【か行】 

●管理状況届出制度 

 分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、平成３１年に３月に制

定された「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、マンショ

ンの管理組合が管理状況を区へ届け出て、その管理状況に応じて、区が助言や指導などを行

う制度。昭和５８年１２月３１日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供す

る独立部分が６戸以上のものを届出義務対象としている。 

●旧耐震基準  

昭和５６年５月３１日以前に着工して建てられた建築物の建築基準法の地震に対する構

造の基準。震度５強程度の揺れでは建築物が倒壊せず、破損したとしても補修することで継

続使用が可能な構造基準として設定されている。阪神・淡路大震災では、この基準により建

築された住宅の約６４％が大きな被害を受けたと報告されている。 

●緊急輸送道路  

東京都地域防災計画に定める、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な

道路、並びにこれらの道路と知事が指定する拠点（指定拠点）とを連絡し、又は指定拠点を

相互に連絡する道路。１３ページ参照。 

●区間到達率 

東京都耐震改修促進計画（令和２年３月一部改定）により新たに導入された指標。特定緊

急輸送道路の区間ごとに通行機能を評価する指標であり、当該区間に都県境入口の過半から

到達できる確率をシミュレーションにより算出したもの。４０ページ参照。 
 
 

【さ行】 

●住宅・土地統計調査  

国の住宅に関するもっとも基礎的な統計調査。住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、

その現状と推移を、全国及び地域別に明らかにすることを目的に、総務省統計局が５年ごと

に実施している。最新の調査は「平成３０年住宅・土地統計調査」である。 

なお、調査の方法は、全国の世帯の中から統計的な方法によって約１５分の１の割合で無

作為に調査対象を抽出した、標本調査である。 
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●首都直下地震  

中央防災会議において示された、マグニチュード７クラスの地震のうち、被害が大きく首

都中枢機能への影響が大きいと思われる地震。 

●新耐震基準  

昭和５６年６月１日以降に着工して建てられた建築物の建築基準法の地震に対する構造

の基準。建築基準法では最低限尊守すべき基準として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇す

るような中規模の地震（震度５強程度）に対しては構造体を無害にとどめ、極めてまれに遭

遇するような大地震（震度６強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を

生じないことを目標にしている。 

●世田谷区緊急輸送道路障害物除去路線 

 広域避難場所に接続する応急対策活動のための道路や、主要公共施設（病院、防災倉庫、

土木資材倉庫等）、給水所、警察署及び消防署等を結ぶ道路などを、緊急啓開（道路障害物

撤去）路線として区が定めた道路。 

●世田谷区地域防災計画（令和３年修正） 

災害対策基本法第４２条の規定に基づき、区及び関係防災機関が、世田谷区の地域並びに

住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に作成した計画。 

●世田谷区都市整備方針 

「世田谷区街づくり条例」を根拠とした、都市づくり・街づくりにおける区の総合的な基

本方針のこと。都市計画法第１８条の２により策定する「市町村の都市計画に関する基本的

な方針」としての位置づけを持ち、基本構想に即している。「住宅整備方針」や「せたがや

道づくりプラン」などの街づくりに関する分野別整備方針を統括し、都市整備領域以外の方

針等を都市整備の観点から調整する役割をになう。 

●世田谷区街づくり条例  

区民等、事業者及び区の相互の合意形成と信頼関係のもと、世田谷らしい安全で住みやす

い快適な環境のまちを守り育てていくため、区内のすべての街づくり活動の基本となるもの

として、昭和５７年に定めた条例。 

●総合到達率 

東京都耐震改修促進計画（令和２年３月一部改定）により新たに導入された指標。特定緊

急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加重平均して算

出したもの。４０ページ参照。 
 
 

【た行】 

●耐震化 

耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合することを明らかにすること又は耐震改

修等を実施すること。木造の構造耐震指標を示すＩｗ値が１．０以上もしくは非木造の構造

耐震指標を示すＩｓ値が０．６以上であると、大規模地震に対して倒壊又は崩壊する危険性

が低いとされており、これらの値が高いほど建築物の安全性も高くなるといえる。 
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●耐震改修 

地震に対する安全性の向上を目的として、建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は

敷地の整備をすること。 

●耐震改修等 

耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物とすること。 

●耐震化率 

全ての建築物のうちの、耐震性を満たす建築物（新耐震基準によるもの、耐震診断で耐 

震性ありとされたもの、耐震改修を実施したもの）の割合。 

耐震化率 =
新耐震基準の建築物+耐震診断で耐震性を満たす建築物+耐震改修を実施した建築物

全ての建築物
 

●耐震診断 

当該建築物の地震に対する安全性を評価すること。 

●耐震性を満たす建築物 

新耐震基準に適合するもの又は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断

の結果、地震に対して安全な構造であることが確認された建築物。 

●段階的な耐震改修 

 東京都耐震改修促進計画（令和２年３月一部改定）により新たに採用された改修方法で、

２回以上に分けて耐震改修を行うこと。通行機能の早期確保を図るために１回目の工事で、

地震に対して特に倒壊の危険性が高いＩｓ値０．３未満を解消する耐震改修を必要とする。

Ｉｓ値と倒壊率の関係については、４２ページ参照。 

●中央防災会議 

内閣府の重要政策に関する会議の一つとして、内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、指定

公共機関の代表者及び学識経験者により構成されており、防災基本計画に関する重要事項の

審議等を行っている会議。 

●通行障害建築物 

耐震改修促進法第５条第３項第２号に定める建築物。地震によって倒壊した場合に、その

敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとし

て政令で定められている。 

●定期報告制度 

不特定多数の人が利用する特定建築物の安全性及び適法性を確保するために、建築基準法

第１２条で専門の技術者（調査者・検査者）により建築物等を定期的に調査・検査し、特定

行政庁に報告することを定めている制度。 

●東京都防災会議 

災害対策基本法第１４条及び東京都防災会議条例（昭和３７年東京都条例第１０９号）に

基づき設置される知事の附属機関。知事を会長とし、指定地方行政機関、指定公共機関、都

及び区市町村等の職員又は代表で構成されており、東京都地域防災計画の作成（修正）及び

その実施の推進等を掌握している。 
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●特定既存耐震不適格建築物 

既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第５条３項１号に規定された地震に対する安全性

に係る建築基準法等の耐震関係規定に適合しない建築物）のうち、耐震改修促進法第１４条

に定める、学校、病院、老人ホーム、幼稚園、保育園、物品販売業を営む店舗などの多数の

者が利用する一定規模以上の建築物。３７ページ参照。 

●特定緊急輸送道路沿道建築物 

耐震改修促進法第５条第３項第２号に定められており、特定緊急輸送道路に敷地が接する

建築物のうち、通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの。 

なお、特定緊急輸送道路沿道の建築物とは、特定緊急輸送道路指定時に、高さの要件に該

当する新耐震基準の建築物を含めたものをいう。１４ページ参照。 

●特定緊急輸送道路  

都が指定した緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を促進する必要があるものと

して都が指定した道路。その道路に敷地が接する建築物の所有者に対して、耐震化の状況報

告の義務と、耐震診断の義務が課せられている。１３ページ参照。 

●特定天井 

人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、天井の高さが６ｍを超え、水平投影

面積が２００㎡を超えかつ単位面積質量が２㎏／㎡を超えるもの。 

 

【は行】 

●避難路 

建築物の敷地から、世田谷区地域防災計画で定める指定避難所等までの経路。 

なお、本計画の「避難路」については、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ‐

１６‐（１２）‐①住宅・建築物耐震改修事業の１．２十三における「避難路」に位置づけ

ている。 

●補強設計 

 耐震性能など建築物の強度的性能を向上させ安全性を高めるために、柱、梁、壁など建築

物の主要構造部の補強を計画し、建築物の強度や粘り強さを向上させる設計。 

●防災基本計画 

 災害対策法第３４条第１項の規定に基づき、中央防災会議が作成する政府の防災対策に関

する基本的な計画。 

●防災塾  

東日本大震災を契機とした区民の自助・共助の意識の高まりを受け、更なる防災知識の普

及啓発を目的とし、「地区防災計画」の策定を目指し、区がまちづくりセンターごとに展開

している取組み。平成２８年度に地区防災計画を策定し、平成２９年度以降は、地区防災計

画に掲げた課題と対応策の検証や取組みを実施している。 
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【ら行】 

●リバースモーゲージ 

 不動産を担保とした融資制度の一種。一般的に自宅及び土地を担保として資金を借入し、

自宅に住み続け借入人が死亡したときに担保となっていた自宅と土地を処分し、借入金を返

済する仕組み。 

 

【や行】 

●要安全確認計画記載建築物 

耐震改修促進法第７条第１項に定める建築物。世田谷区内では、特定緊急輸送道路沿道建

築物が該当する。耐震診断を行い、結果を報告しなければならない「耐震診断義務付け建築

物」である。 

●要緊急安全確認大規模建築物 

耐震改修促進法附則第３条に定める建築物。地震に対する安全性を緊急に確かめる必要が

ある大規模なもの。「耐震診断義務付け建築物」である。３７ページ参照。 

●用途指標 

 建物の用途などによる補正係数で、建物の用途に応じてそれにふさわしい耐震性能の要求

水準の相対的な関係を定めるための指標。用途係数または重要度係数ともいう。 

区公共施設においては、大地震が発生した場合であっても本来の機能を維持する必要があ

る災害時に応急活動を支える施設、要救護者施設及び不特定多数の利用がある施設等は、耐

震化の基準値となるＩｓ値０．６から耐震性能の割り増しを行っている場合がある。 

 

【アルファベット】 

● Ｉ ｓ 
ア イ エ ス

値 

 「構造耐震指標」と呼ばれ、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の

建築物等の耐震診断の判断の基準となる指標。 

● Ｉ ｗ
アイダブリュー

値 

 「構造耐震指標」と呼ばれ、木造の建築物等の耐震診断の判断の基準となる指標。 

 

 


